
(別紙3）

平成30年度(第72期)司法修習における実務修習順序について

1

修習地 班別

修習期間及び順序

H3】、 1．4

イ

H31.2.27

H31.2.28

イ

1131． ‘1．22

H31.4,23

I

II3l､6． 19

H31.6.20

イ

H31.8.9

家裁修習期間

東 京

l班

2班

3斑

4班

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

弁艘士会

(縦）民事部

検察庁

(裁）刑事部

(紋）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

(紋）民事部

裁判実務修習中に行う。

立川

1班

2班

3班

4斑

(裁）民事部

検察庁．

(数）刑事部

弁謹士会

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(薮）刑事部

(毅）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

(絃）民事部

裁判実務修習中に1丁う‘

横浜

】班

2班

3班

4班

(裁）民郡部

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

(数）民邪部

(紋）刑事部

弁謹士会

(数）民事部

検察庁

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

裁判実務修習中に{T3

さいたま

l班

2班

3班

4班

弁護士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(数）民寧部

検察庁

(裁）刑事部

弁護~卜会

検察庁

(数）民事部

弁鰻士会

(数）澗事部

(裁）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

1班: H31.6.20 (木）～H31.6.26(水）

2班; H31.2.21 (木）～1131.2.27 (水）

3班: H31.2.28 (木）～H31.3.6. (水）

.laI : H31.6. 13 (木）～H31.6. 19 (水）

千葉

1薮

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(毅）刑事部

弁護士会

検察庁

(毅）民事部

弁護士会

(裁）刑事部

(絃）刑事部

弁護士会

(紋）民事師

検察庁

弁護士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

刑事裁判実務鯵習中に行う。

水 戸

1斑

2班

3班

4班

(裁)民事部

(裁)刑事部

検察庁

弁謹-t会

(鮫)民郡部

(故)刑事部

検察庁

(識)刑事部

(裁)民事部

(裁)刑事部

(絃)民聯部

弁護士会

1班: H31.6.20 (木）～刑31.6.26 (水）

2班： 別31.2.21 (木）～刑31.2.27 (水）

3班: H31.6. 13 (木）～H31.6. 19 (水）

4班; H31.4. 16 (火）～l-131.4.22 (月）

宇都宮

】班

2班

3班

4班

検察庁

弁護士会

(鮫)民事部

(裁)刑事部

(裁)民事部

(故)刑事部

弁護士会

検察庁

弁蕊士会

検察庁

(数>刑事部

(数)民事部

(栽)刑事部

(綾)民事部

検察庁

弁護士会

披判実務修習中にｲ丁う‘

前橋

I班

2班

3班

4班

<裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁護士会

検察庁

弁護士会

(教）刑事部

(数）民率部

(裁）刑事部

(数）民事部

弁護¥言会

検索庁

弁護士会

検察庁

(裁）民事部

(裁）刑事部

1班: 1131.6. 13 (木）～H31.6. 19(水）

2班: H31.2.21 (*)～H31.2.27 (水）

3MI ; H31.4. 16 (火）～刑31.4.22 (月）

4HI : 1-131.8.5 (月）～H31．8.9 (金）

静岡

1班

2班

3斑

4班

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

検察庁

(紋）民事部

弁渡士会

(識）刑事部

(裁）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

弁護士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

1班: H31.6. 13 (木）～H31.6. 19 (水）

2班: H31.6.20(*)～H31.6.26 (水）

3班: H31.2.21 (*)～H31.2.27 (水）

4班: H31.2.28 (木）～H31.3.6 (水）

甲府

l班

2斑

3班

4班

(裁）刑事部

検察庁

弁護-t会

(教）刑事部

(教）民事部

検察庁

(絃）民事部

(絃）刑事部

(裁）民事部

弁護-i音会

裁判実務修習中に行う。
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修習地 班別

修習期間及び順序

H31． 1．4

イ

H31.2.27

H31.2.28

/

}{31．4.空

H31.4.23

イ

H31.6. 19

Ⅱ31.6.20

イ

H31.8.9

家裁修習期間

長野

l班

2班

3班

4班

<減)民事部

(裁)刑事部

検察庁

弁護士会

(殻)民事部

(銭)刑事部

検察庁

(数)刑事部

(故)民事部

(殻)刑聯部

〔裁)民事部

弁謹t会

１
靴
2班：裁判実務修習中（第4クール）に行う
4班：裁判実務修習中（第3クール）に行う

新潟

】班

2班

3班

4班

(裁)民事部

(裁)刑事部

検察庁

弁護士会

検察庁

弁總－1号会

(数)民事部

(裁)刑郡部

弁謹士会

検察庁

(裁)刑事部

(裁)民事部

(裁)刑事部

(鮫)民蕊部

弁護士会

検察庁

1": H31.8.5 (月）～H31.8.9(金）

2班: H31.2.21 (木）～H31.2.27 (水）

3班: H31.6. 13 (木）～H31.6. 19 (水）

4班: H31.4. 16 (火）～H31.4.22 (月）

大阪

l班

2班

3班

4班

弁護士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(裁）民事部

弁穫士会

(鮫）刑事部

検察庁

検察庁

(裁）民事部

弁護士会

(数）刑事部

(数）刑事部

検察庁

(裁）民事部

弁謹士会

裁判実務修習中に行う,．

京都

l班

2班

3班

4班

弁獲十会

(裁）刑事部

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事師

弁獲士会

検察庁

(裁）民事部

検察庁

(数）民事部

(裁）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

弁護士会

(裁）刑事部

般判実務修習中に行う。

神 戸

l班

2班

3班

4斑

弁護士会

(裁)刑事部

検察庁

(絃>民事部

(裁)刑事部

弁護士会

(裁)民事部

検察庁

検察庁

(数)民事部

弁護十会

(数)刑率部

(裁)民事部

検察庁

(裁)刑事部

弁渡士会

綱覗裁判実務修習中に行う‘，

奈良

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(荻）刑事部

弁護士会

検察庁

(殻）刑事部

弁鰻士会

(減）民事部

(鮫）刑事部

弁護十会

(数）民事部

検察庁

弁蕊士会

(銭）民事部

検察庁

(数）刑恥部

l班: H31.5.20(月）～】131.5.24 (金）

2班! H31.7.8 (月）～H31．7. 12 (金）

3Hw H31.5.20 (月）～II31.5.24 (金）

4班: H31.7.8 (月）～H31.7. 12 (金）

大津

l班

2班

3班

4班

(絃）民事部

(教）刑事部

検察庁

弁鎭十会

(絃）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

弁蕊七会

紋判実務修習中に行う。
民事裁判実務修習中に家事3日程度
刑事裁判実務修習中に少年2日程度
＊少年鑑別所の見学を2回実施（2班合同）

和歌山

l班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(縦）刑事部

弁讃士会

検察庁

(裁）刑事部

弁謹士会

(裁）民率部

(裁）刑事部

弁護十会

(殻）民事部

検察庁

弁獲士会

(敵）民辮部

検察庁

(裁）刑事部

刑事裁判実務艤習中に1iう．

名古屋

1班

2斑

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(紋）刑事部

(裁）刑事部

弁護士会

(綾）民事部

検察庁

検察庁

(数）刑事部

弁護-t会

(教）民事部

裁判実務修習中に行う‘

壷
'千

1班

2班

3班

4班

(故）民事部

(数）刑事部

検察庁

弁護士会

検察庁

弁謹士会

(鮫）民事部

(数）刑事部

(裁）刑事部

(紋）民事部

弁護士会

検察庁

弁溌士会

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

1斑: H31.6. 10 (月）～H31.6. 14 (金）

2班: H31.6. 10 (月）～H31.6. 14 (金）

3班: H31.6.24 (月）～H31．6.28(金）

4班: H31.6.24 (月）～H31.6.28 (金）
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修習地 班別

修習期間及び順序

H31． 1．4

イ

H31.2.27

1131,2,28

イ

1131.4.22

H3J,4－23

イ

H31.6. 19

H31.6.20

I

H31.8.9

家裁修習期間

岐阜

】班

2班

3班

4班

検察庁

(絃）刑事部

弁護士会

(戯）民事部

(数）刑事部

弁獲士会

(裁）民馴部

検察庁

弁護士会

(数）民事部

検察庁

(数）刑事部

(裁）民事郎

検察庁

(数）刑事部

弁換士会

裁判実務修習中に{了う．

福井

1班

2班

3班

4斑

(蛾〕刑事部

検察庁

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(数）刑事部

(裁）民事部

弁鰻士会
裁判実務修習中に行う‘

金沢

1班

2班

3班

4班

(殻）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁懇七会

(数）民事部

(絃）刑事部

検察庁

(絃）畑事部

(裁）民事部

(数）刑事綿

(数）民率部

弁繊1会

減判実務修習中に行う‘

富山

1班

2班

3班

4班

(裁)民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁獲~1言会

(裁）刑事部

検察庁

(絃）民事部

(数）刑事部

(裁）民事部

弁護士会
裁判実務修習中に行う〈

広島

】班

2班

3班

4班

弁護士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(数）民事部

弁溌士会

検察庁

(裁）民事部

弁護士会

(裁）刑事部

(裁）民砺部

弁猫士会

(裁）刑事部

検察庁

刑事裁判実務修習中に行う。

山口

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁護十会

(裁）民事部

(数）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(殻）民事部

(絃）刑事部

(毅）民事部

弁獲士会

絞判実務修習中にｲ丁う°

岡山

l班

2班

3班

4班

(裁)民事部

(裁)刑事部

検察庁

弁護士会

検察庁

弁捜士会

(裁)民事部

(絃)刑事部

(裁)刑事部

(裁)民事部

弁護士会

検察庁

弁謹士会

検察庁

(裁)刑事部

(裁)民事部

刑事裁判実務修習中に5p慨l行う。

鳥取

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

弁讃十会

(教）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(紋）刑事部

弁換士会
放判実務修習中に行う『

松江

1班

2班

3班

4斑

検察庁

(教）刑事部

(数）民事部

弁艘士会

(裁）刑事部

検察庁

弁護士会

(裁）民事部

刑事裁判実筋修習中に5p間行う。

福岡

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(教）刑事部

弁護士会

弁盤士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(減）刑事部

弁護士会

(絃）民事部

検察庁

検察庁

(裁）民事部

弁護士会

(裁）刑事部

裁判実務修習中に行う。



4

修習地 班別

修習期間及び順序
1131． 1．4

イ

1131．2．27

H31.2.28

ノ

113】､4．22

H31．4．23

イ

Ⅱ31.6. 19

1131.6.20

イ

H31.8‘9

家裁修習期間

佐賀

】班

2班

3班

4班

(裁）刑事部

検察庁

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(鼓）畑事部

(故）民事部

弁護士会

l班: H31.2.21 (木）～I{31.2.27 (水）

2班: H31.6. 13 (木）～H31.6. 19 (水）

長崎

】斑

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁護士会

(裁）民事部

(紋）刑事部

検察庁

(数）刑事部

(綾）民事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

弁護-1了会

裁判実務修習中に行う．

大分

l班

2班

3班

4斑

(数）民事部

(数）刑事部

弁穫士会

検察庁

弁獲士会

検察庁

(数）民事部

(裁）刑事部

(数）刑事部

(絃）民事部

検察庁

弁護-t会

検察庁

弁護士会

(紋）刑事部

(紋）民事部

裁判実務修習中に行う。

熊本

1班

2班

3班

4斑

検察庁

弁溌士会

(数)民事部

(裁)刑事部

(裁)民事部

(裁)刑事部

検察庁

弁護士会

弁護-t会

検察庁

(絃)刑事部

(裁)民事部

(紋)刑事部

(紋)民事部

弁護士会

検察庁

laI: H31.6.20(木）～H31.6.26 (水）

2班: H31.4. 16(火）～H31.4．22 (月）

3班: H31.6. 13 (木）～H31.6. 19(水）

4班: H31.2.21 (木）～H31.2.27 (水）

鹿児島

】班

2班

3班

4班

(絃）刑事部

検察庁

(数）民事部

弁鰹士会

弁漉士会

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

(数）民率部

弁溌士会

(数）刑事部

検察庁

検察庁

(紋）刑事部

弁護士会

(数）民事部

裁判実務修習中に行う。

宮崎

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(絃）刑事部

検察庁

弁護士会

(数）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

(縦）刑事部

(裁）民事部

弁護十会

民事裁判実務修習中に行う‘

那覇

1班

2斑

3班

4班

(数）民事部

検察庁

(縦）刑嚇部

弁謹十会

検察庁

(披）刑事部

弁護-t会

(絃）民事部

(数）刑事部

弁讃-l了会

(裁）民事部

検察庁

弁護士会

(薮）民郡部

検察庁

(絃〉刑事部

IHI: H31.6. 13 (木）～1131 .6. 19 (水）

2": H31.4. 16 (火）～H31.4.22 (月）

3班二 1I31.221 (木）～H31.2.27 (水）

4班: H31.8,2 (金）へH31.8.8 (木）

仙台

1班

2班

3班

4班

弁護士会

(紋）刑事部

検崇庁

(故）民事部

(数）民事部

検察庁

(澱）刑事部

弁護士会

検察庁

(数）民率部

弁護+ご会

(裁）刑事部

(澱）刑事部

弁護士会

(数）民事部

検察庁

刑事裁判実務修習中に51』間行う‘

福島

1班

2班

3班

4班

(減）民事部

(数）刑事部

検察庁

弁獲士会

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

(毅）刑事部

(数）民事部

弁幾．1号会

刑事裁判実務修習中に5ロ間行う。

山形

l班

2班

3班

4班

検察庁

(減）刑事部

(裁）民事部

(絃）刑事部

弁護士会

(絃）刑事部

(裁）民事部

検察庁

弁獲士会

(裁〉民事部
裁判実務修習中に行う。
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修習地 班別

修習期間及び順序

H31． 】.4

イ

1131.2.Z7

H31．2．28

イ

Hj】、4．22

H31.4.23

ノ

H31.6. 19

1131.6.20

イ

H31.8.9

家裁修習期間

盛岡

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁護-i弓会

(減）民事部

検察庁

(絃）刑事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

弁護+w会

1HI : H31.6.24 (月）～H31.6.28(金）

2班: H31. 1.21 (月）～H31. 1.25 (金）

3班: H31.5.20 (月）へH31.5.24 (金）

秋田

1班

2班

3班

4班

(減）刑事部

検察庁

弁殿士会

(教）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

(裁）民事部

弁護士会 裁判実務峰習中に行う。

青森

1斑

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁)刑事部

弁護士会

検察庁

検察庁

(裁）民事部

(絃）刑事部

弁護士会
裁判実務修習中に行う｡

札幌

l班

2班

3班

4班

(殻）民事部

弁護士会

(裁〕刑郡部

検察庁

弁渡士会

(数）民郡部

検察庁

(故）刑郡部

(数）刑事部

検察庁

(荻）民事部

弁護士会

検察庁

(裁）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

1班： 第3クールのうち5日間

2班： 第4クールのうち5ロ間

3班：第1クーールのうち5IJIMI

4班；第2クーールのうち5p間

函館

1班

2班

3班

4斑

(裁）民事部

(披）刑事部

検察庁

(数）民事部

(裁）刑事部

検察庁
弁護~!ご会

刑事裁判実務修習中に行う。

旭川

1斑

2班

3班

4班

(殻）民事部

検察庁

弁獲-t会

(絃）刑事部

検察庁

(故）民事部

(萩）刑事部

弁護士会
刑事裁判実務修習中に行う‘

釧路

l班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

検察庁

(裁）刑事部

(絞）刑事部

(教）民事部
弁護~士会

刑事裁判実務修習中に行う。

高松

1班

2班

3班

4班

(数）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁纏-士会

検察庁

弁護士会

(数）民事部

(絃）刑事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

弁護士会

検察庁

弁護士会

検察庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

故判実務峰習中に1丁う、

徳島

1班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑率郁

検察庁

弁護十会

(裁）民事部

(絃）刑事部

検察庁

(数）刑事部

(裁）民事部

(裁）刑事部

(故）民事部

弁護士会

裁判実務繼習中に行う“

高知

l班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

弁艘-卜会

(葱）民事部

(戒）刑事部

検察庁

(数）刑事部

(殻）民事部

(裁）刑事部

(裁）民郡部

弁護士会

裁判実務催習中に行う。

松山

l班

2班

3班

4斑

(数）民事部

検察庁

(裁）刑率部

弁護士会

弁護-1言会

(裁）民事部

検索庁

(数）刑事部

(絃）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

検察庁

(教）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

1HI : H31.2.21 （木） ． H31．614 （金）～H31.6. 19（水）

2班: i-131.4 16 (火） ． H31.6.20（木）～H31.6,25 （火）

3yI : 1131.2.21 (*)～H31.2.27 (水）

4班: H31.4. 16 (火）～H31.4.22 (月）


